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条
例
制
定
・
改
正

○
白
浜
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

　

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て　

○
白
浜
町
国
産
材
需
要
開
発
セ
ン

　

タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　

例
に
つ
い
て

○
白
浜
町
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
白
浜
町
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
白
浜
町
企
業
誘
致
促
進
条
例
の
一

　

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

○
白
浜
町
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る

　

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

　

つ
い
て

補
正
予
算

○
令
和
３
年
度
白
浜
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
６
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

１
億
３
７
０
０
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

１
２
８
億
３
１
９
６
万
円

　
主
な
補
正
内
容
は
次
の
と
お
り

【
民
生
費
】

・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
事
業

１
億
３
７
０
０
万
円

○
令
和
３
年
度
白
浜
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
７
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

４
億
２
８
６
０
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

１
３
２
億
６
０
５
６
万
円

　

主
な
補
正
内
容
は
次
の
と
お
り

【
総
務
費
】

・
ふ
る
さ
と
白
浜
応
援
寄
附
金
事
業

２
億
２
０
０
０
万
円

【
民
生
費
】

・
障
害
者
自
立
支
援
給
付
費
等
事
業

５
９
７
５
万
円

【
衛
生
費
】

・
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

１
億
９
０
１
万
円

【
農
林
水
産
業
費
】

・
血
深
井
堰
堰
上
施
設
改
修
事
業

　
　
　

３
３
０
万
円

○
令
和
３
年
度
白
浜
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
８
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

１
億
３
３
５
０
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

１
３
３
億
９
４
０
６
万
円

　
主
な
補
正
内
容
は
次
の
と
お
り

【
民
生
費
】

・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
事
業

１
億
３
３
５
０
万
円

▷▷ 令和３年第４回定例会 （12 月 7 日～ 12 月 22 日）
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7 日 第１日　【　開会、町長挨拶、提案理由説明、議案審議　】　
　・会期の決定
　・提案理由説明（専決処分承認３件、条例改正５件、補正予算５件、報告１件、ほか４件）
　・議案審議（補正予算１件）

16 日 第２日　【　一般質問　】
　・溝口議員、南議員、辻議員、小森議員　※ P8 ～ P9 に内容記載

17 日 第３日　【　一般質問、提案理由説明　】
　・廣畑議員、松田議員、水上議員、長野議員　※ P10 ～ P11 に内容記載
　・追加議案の提案理由説明（補正予算１件）

21 日 第４日　【　議案審議　】
　・議案審議（専決処分承認３件、条例改正５件、補正予算５件、ほか４件）

22 日 第５日　【　議案審議、提案理由説明、閉会　】
　・追加議案の提案理由説明（条例改正１件、人事案件４件）
　・議案審議（報告１件、条例改正１件、人事案件４件、令和２年度決算認定関係９件）
　・委員会発議案件（条例制定１件、閉会中の継続調査・審査申出　各１件）



○
令
和
３
年
度
白
浜
町
国
民
健
康
保
険

　
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

１
１
５
万
２
千
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

29
億
２
０
６
万
４
千
円

○
令
和
３
年
度
白
浜
町
後
期
高
齢
者
医

　
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

４
１
４
万
８
千
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

６
億
７
１
１
４
万
８
千
円

○
令
和
３
年
度
白
浜
町
農
業
集
落
排
水

　
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額

１
８
０
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

１
２
８
０
万
円

事
業
委
託
に
関
す
る
変
更
協
定

【
事
業
名
】

・
白
浜
町
公
共
下
水
道
白
浜
浄
化
セ

　

ン
タ
ー
の
地
震
津
波
対
策
事
業

【
協
定
金
額
】

・
変
更
前　
　
　

７
億
２
０
０
万
円

・
変
更
後　
　

５
億
７
７
１
８
万
円                   

          

人
事
案
件

委
員
の
選
任
に
つ
い
て
、
次
の
方
を
同

意
し
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

○
富
田
共
有
財
産
組
合
委
員
会
委
員　

・
西に
し
お尾　

智と
も
あ
き朗

（
日
置
）

・
瀬せ

み見　

幸ゆ
き
お男

（
富
田
）

・
湯ゆ
か
わ川　

賢け
ん
じ二

（
富
田
）

・
野の

の

だ
々
田　

憲け
ん
い
ち市

（
富
田
）

土
地
の
処
分

【
土
地
の
表
示
】

・
白
浜
町
久
木
字
鍋
津
呂
谷
８
６
４

　

番
４
の
一
部　

外
２
筆

２
万
７
５
１
６
．
１
１
㎡

【
処
分
の
目
的
】

・
和
歌
山
県
が
施
行
す
る
県
道
白
浜

　

久
木
線
道
路
改
良
事
業
の
た
め

【
処
分
の
価
格
】８２

５
万
４
８
３
３
円

報
告
と
質
疑

次
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

○
第
53
期
南
白
浜
温
泉
株
式
会
社
経

　

営
状
況
の
提
出
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
の
指
定

○
白
浜
町
管
理
漁
港
施
設

○
白
浜
町
国
民
健
康
保
険
直
営
川
添
診

　
療
所

▽
永
年
地
方
議
会
議
員
感
謝
状
伝
達
式

　　
10
月
５
日
に
総
務
大
臣
か
ら
、
議
員

と
し
て
通
算
35
年
以
上
在
職
し
、
地
方

自
治
の
発
展
に
寄
与
し
た
西
尾
議
長
に

感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
定

例
会
初
日
の
開
会
前
に
感
謝
状
の
伝
達

式
を
行
い
ま
し
た
。

▽
令
和
３
年
第
２
回
臨
時
会

　

令
和
３
年
第
２
回
臨
時
会
は
、
10

月
27
日
招
集
、
１
日
間
の
会
期
で
開

催
し
ま
し
た
。

　
工
事
請
負
契
約
に
関
す
る
紛
争
の

仲
裁
に
係
る
案
件
等
を
審
議
し
、
全

て
可
決
、
承
認
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
令
和
３
年
度
白
浜
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
可
決
後
、

堀
副
議
長
か
ら
本
件
補
正
予
算
に
関

す
る
附
帯
決
議
（
案
）
が
提
出
さ
れ
、

審
議
の
結
果
、
全
会
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
。（
７
頁
参
照
）

補
正
予
算

○
令
和
３
年
度
白
浜
町
一
般
会
計
補

　
正
予
算
（
第
５
号
）

・
既
定
予
算
へ
の
補
正
額６

２
６
万
円

・
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額

１
２
６
億
９
４
９
６
万
円

　
主
な
補
正
内
容
は
次
の
と
お
り

【
教
育
費
】

・
仲
裁
判
断
支
払
金

６
２
６
万
円

３ NO.63
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

【
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
７
号
）
】

Pick up! 2

鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊

【
全
員
協
議
会

（
12
月
７
日
開
催
）
】

Pick up! 1

問
必
要
経
費
と
町
の
負
担
は
。

答
令
和
４
年
度
以
降
の
実
施
に
向

け
、
制
度
設
計
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
な
お
、
実
施
隊
活
動
の
た

め
に
町
が
負
担
し
た
経
費
の
８
割
が
、

特
別
交
付
税
で
措
置
さ
れ
ま
す
。

問
対
象
と
な
る
鳥
獣
は
。

答
被
害
防
止
計
画
で
対
象
鳥
獣
を
定

め
る
こ
と
と
な
り
、イ
ノ
シ
シ
、シ
カ
、

サ
ル
な
ど
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

問
実
施
隊
の
規
模
と
活
動
内
容
は
。

答
実
施
隊
は
、
町
長
が
指
名
・
任
命

し
た
者
で
構
成
さ
れ
、
１
回
あ
た
り

の
活
動
で
５
名
～
10
名
程
度
を
想
定

し
て
い
ま
す
。
活
動
内
容
と
し
て
は
、

対
象
鳥
獣
の
捕
獲
、
防
護
柵
の
設
置
、

追
い
払
い
活
動
な
ど
を
行
い
ま
す
。

問
従
来
の
駆
除
、
捕
獲
に
関
す
る
補

助
制
度
と
の
違
い
は
。

答
従
来
の
駆
除
、
捕
獲
に
関
す
る
補

助
制
度
に
加
え
て
、
対
象
と
な
ら
な

か
っ
た
追
い
払
い
活
動
等
に
も
報
酬

を
支
払
う
こ
と
で
、
更
な
る
鳥
獣
被

害
の
軽
減
、
防
止
を
図
る
も
の
で
す
。

　

鳥
獣
被
害
防
止
特
措
法
に
基
づ
き
、
町

は
、
被
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
捕
獲
、
防

護
柵
の
設
置
と
い
っ
た
鳥
獣
被
害
対
策
の

実
践
的
活
動
を
担
う
「
鳥
獣
被
害
対
策
実

施
隊
」
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
ま
す
。

問
接
種
対
象
者
は
。

答
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
２
回
目

接
種
か
ら
、
概
ね
８
か
月
を
経
過
し

た
18
歳
以
上
の
方

問
接
種
費
用
は
。

答
接
種
に
要
す
る
費
用
は
公
費
で
負

担
す
る
た
め
、
無
料
と
な
り
ま
す
。

問
接
種
方
法
は
。

答
集
団
接
種
（
白
浜
会
館
、
日
置
川

拠
点
公
民
館
）、
ま
た
は
、
個
別
接
種

（
町
内
の
か
か
り
つ
け
医
療
機
関
）
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

問
接
種
時
期
は
。

答
令
和
３
年
12
月
下
旬
か
ら
順
次
、

接
種
券
を
発
送
し
、
接
種
開
始
時
期

は
、
令
和
４
年
２
月
以
降
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
※
接
種
開
始
時
期
は
、

ワ
ク
チ
ン
供
給
量
等
に
よ
っ
て
、
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
詳
細
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
（
０
７
３
９
―
３
４
―
２
２
３
３
）

ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
に
係

る
３
回
目
接
種
の
実
施
に
伴
い
、
円
滑
な

接
種
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
整
備
を
行

い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま

ん
延
防
止
を
図
り
ま
す
。
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子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
事
業

【
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号

・
第
８
号
）
】

Pick up! 3

ふ
る
さ
と
白
浜
応
援
寄
附
金
事
業

【
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
７
号
）
】

Pick up! 4

問
対
象
者
は
。

答
❶
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童
手
当

支
給
対
象
児
童
❷
平
成
15
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
18
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
高
校
生
等
❸
令
和
４
年
３
月
31
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童
手
当
支
給
対

象
児
童

問
支
給
額
、
支
給
時
期
は
。

答
令
和
３
年
12
月
下
旬
か
ら
対
象
児

童
１
人
に
つ
き
10
万
円
を
現
金
支
給
。

問
申
請
方
法
は
。

答
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童
手
当
受

給
者
は
申
請
不
要
。
た
だ
し
、
次
の

❶
～
❸
に
該
当
す
る
方
は
申
請
が
必

要
。
❶
令
和
３
年
９
月
以
降
に
新
生

児
が
生
ま
れ
た
方
❷
公
務
員
の
方
❸

中
学
校
を
卒
業
し
た
児
童
（
高
校
生

等
）
の
み
を
養
育
し
て
い
る
方

問
所
得
制
限
の
取
扱
い
は
。

答
令
和
３
年
度
（
令
和
２
年
度
中
）

の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
限

度
額
以
上
で
あ
る
受
給
者
は
、
支
給

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る

影
響
が
長
期
化
す
る
な
か
、
子
育
て
世
帯

を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
０
歳
か
ら
18
歳

の
児
童
１
人
あ
た
り
10
万
円
相
当
の
支
給

を
行
う
こ
と
が
、
令
和
３
年
11
月
19
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

問
寄
附
金
受
入
実
績
と
見
込
み
は
。

答
令
和
元
年
度
で
１
億
３
０
０
０
万

円
、
令
和
２
年
度
で
２
億
４
６
０
０
万

円
の
受
入
実
績
が
あ
り
、
今
年
度
は
、

５
億
２
０
０
０
万
円
の
寄
附
金
受
入

れ
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

問
増
加
の
要
因
と
今
後
の
取
組
は
。

答
感
染
症
拡
大
に
伴
う
巣
ご
も
り
需

要
を
背
景
に
、
自
宅
で
過
ご
す
時
間

が
増
え
た
ほ
か
、
旅
行
や
帰
省
が
で

き
な
い
分
、
地
域
の
特
産
品
を
求
め

る
寄
附
者
が
増
え
て
い
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
白
浜
町
の

認
知
度
向
上
、
ま
た
自
主
財
源
の
確

保
に
向
け
、
取
組
を
強
化
し
た
い
。

問
寄
附
金
の
活
用
方
法
は
。

答
い
た
だ
い
た
寄
附
金
は
、
ご
希
望

の
使
い
道
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な

事
業
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

❶
地
域
振
興
に
関
す
る
事
業
❷
環
境

保
全
等
に
関
す
る
事
業
❸
福
祉
の
充

実
に
関
す
る
事
業
❹
観
光
、
商
工
、

農
林
水
産
業
等
の
振
興
に
関
す
る
事

業
❺
教
育
、
文
化
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の

振
興
に
関
す
る
事
業

　

平
成
20
年
度
の
税
制
改
正
で
寄
附
金
税

制
が
拡
充
さ
れ
、「
ふ
る
さ
と
」
を
応
援

し
た
い
と
い
う
方
の
思
い
を
実
現
す
る
た

め
、
地
方
公
共
団
体
に
寄
附
し
た
場
合
、

住
民
税
や
所
得
税
が
一
定
限
度
ま
で
控
除

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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工
事
請
負
契
約
に
関
す
る
紛
争
の
仲
裁

【
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）
】

Pick up! 5

▷▷ 討論のあった議案

　＊議案第８２号　廣畑議員　反対討論（要旨）
　１つ目として、当該条例改正を専決処分することについて、議会を招集する暇がないとは思えな
いこと。２つ目として、コロナ禍で経済活動が落ち込んでいるなか、政府は補正予算を組み、
景気の下支えを行っているにも関わらず、公務員の期末手当をカットすることで購買力の低
下、景気に悪影響を与えることが明らかであること。以上により、本議案を不承認としたい。

賛成○　　反対×賛成○　　反対× 採決結果採決結果

堀

匠

楠
本
隆
典

廣
畑
敏
雄

西
尾
智
朗

正
木
秀
男

南

勝

弥

小
森
一
典

辻　

成
紀

松
田
剛
治

溝
口
耕
太
郎

長
野
莊
一

堅
田
府
利

水
上
久
美
子

　議案第８２号
　　「専決処分の承認について」 承認 ○ ○ × ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　※議長 ( 西尾智朗 ) は採決に加わりません。
反対

　定例会４日目に、議案第８２号「専決処分の承認について」に対し、廣畑議員から反対討論が
あり、起立採決の結果、賛成多数により、承認しました。
　○処 分  事 項　　「白浜町職員の給与等に関する条例及び白浜町会計年度任用職員の給与及び
　　　　　　　　  　費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」
　○専決年月日　　令和３年１１月３０日

問
仲
裁
判
断
の
内
容
は
。

答
令
和
３
年
８
月
31
日
に
仲
裁
判

断
が
あ
り
、
仲
裁
判
断
に
お
い
て

工
事
請
負
契
約
に
基
づ
き
支
払
う

よ
う
判
断
さ
れ
た
金
員
に
つ
い
て

は
、
令
和
３
年
10
月
27
日
の
議
会

議
決
を
得
て
、
工
事
請
負
業
者
に

６
２
５
万
４
７
２
７
円
を
支
払
い
ま

し
た
。
今
後
も
、
適
切
な
工
事
執
行

に
努
め
、
町
民
の
皆
さ
ま
に
信
頼
を

い
た
だ
け
る
よ
う
行
政
運
営
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

▽
仲
裁
判
断

❶
被
申
請
人
（
白
浜
町
）
は
申
請

人
（
工
事
請
負
業
者
）
に
対
し
、

５
４
９
万
２
４
９
０
円
及
び
こ
れ
に

対
す
る
平
成
29
年
５
月
16
日
か
ら
支

払
済
み
ま
で
、
年
3.1
％
の
割
合
に
よ

る
金
員
を
支
払
え
。
❷
申
請
人
は
そ

の
余
の
請
求
を
棄
却
す
る
。
❸
仲
裁

手
続
費
用
は
、
各
自
の
負
担
と
す
る
。

※
議
決
し
た
本
件
補
正
予
算
に
関
し

て
、
議
会
は
附
帯
決
議
を
可
決
し
て

い
ま
す
。（
詳
細
は
７
頁
を
参
照
。）

　

平
成
29
年
３
月
末
に
完
成
し
た
白
浜
第

一
小
学
校
建
設
等
工
事
に
係
る
工
事
費
の

精
算
に
お
い
て
、
工
事
請
負
契
約
を
め
ぐ

る
紛
争
が
生
じ
、
当
事
者
間
で
の
解
決
が

見
込
め
な
い
状
況
と
な
り
、
和
歌
山
県
建

設
工
事
紛
争
審
査
会
の
仲
裁
に
付
し
た
。



　令和３年第２回臨時会において、令和３年度白浜町一般会計補正予算（第５号）可決後、堀
副議長から本件補正予算に関する附帯決議（案）が提出され、審議の結果、全会一致で可決し
ました。

議案第８１号令和３年度白浜町一般会計補正予算（第５号）に関する附帯決議

　議案第８０号は、和歌山県建設工事紛争審査会からの仲裁判断により、金５４９万２，４９０
円及び年３．１％の割合による金員を申請人に支払う内容であり、仲裁法第４５条第１項では、
その仲裁判断は司法の確定判決と同一の効力を有すると記載されている。
　この件は、平成２９年３月末に完成した白浜第一小学校建設等に関して、申請人との工事の精
算について協議が行われたが、白浜町との見解の相違などにより、当初の工事請負契約書に基づ
き、申請人から平成２９年６月１２日付けで和歌山県建設工事紛争審査会に建設業法による調停
が申請された。その後の経過として、調停審査会が開催され、平成３０年１１月２日には、調停
事項案が出されたが平成３０年１１月２６日に和解不成立となり、平成３０年１２月２１日に新
たな仲裁申請書が提出され、令和３年３月１８日に至るまで計８回の仲裁審理が行われ、令和３
年９月２２日に仲裁判断書が町に送付された。
　本件は、アスベスト除去工事の壁養生数量及び残土処理数量の相違から端を発し、問題につい
て双方話し合いが行われたが、協議が不成立となった。この間に３回の議員懇談会が開催され、
調停・仲裁の経過報告が行われた。そして、令和３年１０月１２日開催の全員協議会にて、仲裁
判断結果として、町に対して一部支払いするように判断が示されたことの報告があった。
　一連の経過を鑑みると、調停・仲裁に至るまで、申請人と和解に至らなかったことの政治的責
任は重大であり、また職員の指導・管理監督も町長の責務である。 
　したがって可決にあたり下記事項について誠意を持って対応されたい。

記

１．申請人に対し、早急に仲裁判断支払金を支払われたい。
２．仲裁結果について、住民に広報等で説明されたい。
３．再発防止に万全を期するとともに、規則や規律を遵守し、厳正・厳格なる事務処理を行うこ
と。
４．町長として、道義的・政治的責任を求めるとともに、適切な行政運営に取り組まれたい。

以上決議する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年１０月２７日　

　　　　　
白浜町議会　　

▷▷令和３年第２回臨時会 （附帯決議）

７ NO.63

　※附帯決議とは…
　　議案等を議決する際に付け加える議会の意見、または要望のことを言います。
　　法的な拘束力はありませんが、政治的に尊重されるべきものとされています。
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溝
みぞぐち

口 耕
こ う た ろ う

太郎 議員

　
　

答　
早
期
に
実
現
で
き
る
よ
う
取
組
を
進
め
た
い

　

問　
高
齢
者
の
交
通
手
段
確
保
に
向
け
た
進
捗
は

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

南
みなみ

 勝
か つ や

弥 議員

　
　

答　
将
来
的
に
施
設
の
集
約
を
図
る
こ
と
も
可
能

　

問　
園
舎
統
合
も
含
め
た
湯
崎
保
育
園
の
移
転
計
画
か

一　般　質　問
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0
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D A T E M  A  P  .  N  A  M  ES C A L E

有限会社 北  田  設  計
和歌山県日高郡美浜町和田 1 1 3 8 - 6 2 T E L  0 7 3 8 - 2 2 - 8 4 3 0

O  W  N  E  R  :  C  L  I  E  N  T 資　　　格 担　当

一級建築士第 1 9 6 3 1 2 号　　稲谷好且一級建築士第 2 8 4 4 0 6 号　　北田忠史’21.

一級建築士事務所登録番号   ( ト ) 第 4 1 0 - 6 号

1：150湯崎保育園　新築工事 立面図

玄関
ホール

1・2歳児
トイレ

1・2歳児
保育室

北立面図　1：200 南立面図　1：200

東立面図　1：200

西立面図　1：200

（新たに建築予定の湯崎保育園園舎図面）

（白浜はまゆう病院が運行するシャトルバス）

答
高
齢
者
の
通
院
等
に
係
る
送
迎

サ
ー
ビ
ス
は
、
町
の
重
要
課
題
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

通
院
送
迎
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に
は
、

運
行
範
囲
や
利
用
形
態
、

運
行
に
伴
う
経
費
等
の
検

討
を
進
め
、
早
期
に
実
現

で
き
る
よ
う
取
り
組
み
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

答
現
時
点
で
統
合
等
の
検
討
は
し
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
関
係

者
か
ら
検
討
の
お
話
等

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
現

状
や
将
来
推
移
等
を
提

示
し
、
協
議
を
行
っ
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て

問
旧
白
浜
町
は
、
白
浜
と
富
田
に
そ

れ
ぞ
れ
幼
児
園
と
の
前
提
で
幼
保
一
元

化
を
進
め
て
き
た
。
湯
崎
保
育
園
移
転

が
う
ま
く
い
か
ず
、
急
に
消
防
署
隣
に

変
更
。
い
ず
れ
白
浜
幼
児
園
を
そ
こ
に

統
合
す
る
計
画
で
の
移
転
な
の
か
。

答
白
浜
幼
児
園
は
、
津
波
浸
水
区
域

内
に
一
部
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
将
来

的
に
は
消
防
本
部
横
に
造
成
工
事
を
行

う
こ
と
で
集
約
を
図
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

小
学
校
の
複
式
学
級

問
令
和
２
年
度
の
町
内
出
生
児
は
91

人
で
、
６
年
後
の
小
学
生
は
６
６
４
人

と
予
想
さ
れ
る
。
今
９
校
の
う
ち
６
校

が
複
式
学
級
で
、
近
い
う
ち
に
１
校
が

複
式
学
級
に
な
る
見
込
み
で
あ
る
。
少

子
化
が
一
段
と
進
む
な
か
、
町
は
統
廃

合
の
検
討
を
全
く
し
て
い
な
い
が
。

問
富
田
川
を
挟
ん
だ
地
域
の
公
共
交

通
の
不
便
さ
に
つ
い
て
、
町
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
高
齢
者
の
移
動
手
段
等
に
つ
い
て

は
、
地
域
の
実
情
や
高
齢
者
の
生
活
実

態
な
ど
、様
々
な
課
題
が
あ
り
、今
後
、

高
齢
化
や
人
口
減
少
が
進
む
な
か
、
高

齢
者
の
移
動
手
段
の
確
保
に
つ
い
て

は
、
移
動
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
重
要
性

を
増
す
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
特
に
、
医
療
機
関
等
に
行
く
手
段

に
つ
い
て
、
現
在
、
白
浜
は
ま
ゆ
う
病

院
が
行
っ
て
い
る
患
者
送
迎
サ
ー
ビ

ス
、
ま
た
は
、
白
浜
地
域
で
行
わ
れ
て

い
る
通
院
送
迎
車
運
行
の
ど
ち
ら
か
を

富
田
地
域
に
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
考

え
る
が
、
町
の
考
え
は
ど
う
か
。

※
こ
の
ほ
か
、「
デ
ジ
タ

ル
田
園
都
市
国
家
構
想
に

つ
い
て
」質
問
し
ま
し
た
。

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

お
り
ま
す
。
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辻
つじ

 成
せ い き

紀 議員

　
　

答　
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
券
助
成
事
業
で
対
応
し
た
い

　

問　
椿
、
富
田
地
域
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
導
入
を

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

小
こ も り

森 一
かずのり

典 議員

　
　

答　
水
利
組
合
等
の
負
担
軽
減
に
向
け
た
検
討
必
要

　

問　
整
備
が
困
難
な
農
業
用
水
路
・
排
水
路
へ
の
対
応

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

（農業用水路整備の事例として　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　取り上げられた伊古木地区）

（日置川で運行中の　
　　コミュニティバス）

い
、
更
な
る
行
財
政
改
革
へ
の
取
組

は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
当
局
の
見
解
を
伺
う
。

答
本
町
で
も
高
齢
化
が
進
み
、
生

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
子
ど
も
、

子
育
て
支
援
に
つ
い
て

問
感
染
症
に
対
す
る
子
ど
も
の
理
解

と
認
識
は
い
か
が
か
。
ま
た
、
感
染
が

出
た
場
合
の
学
校
等
の
対
応
は
。

答
国
や
県
な
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

基
づ
き
、
学
年
や
発
達
段
階
に
応
じ
て

指
導
し
て
い
る
。
ま
た
、
感
染
者
が
出

た
場
合
に
は
、
学
校
に
お
け
る
感
染
お

よ
び
そ
の
拡
大
の
リ
ス
ク
を
低
減
し
た

上
で
、
学
校
運
営
を
継
続
し
て
い
く
。

問
子
育
て
支
援
に
対
す
る
今
後
の
手

厚
い
政
策
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

答
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
た
子
育
て
世
帯
を
支
援
す

る
た
め
、
令
和
３
年
度
子
育
て
世
帯
へ

の
臨
時
特
別
給
付
金
事
業
に
つ
い
て
、

現
在
、
取
組
を
進
め
て
い
る
。

問
免
許
証
自
主
返
納
者
の
交
通
手
段

確
保
を
含
め
、
高
齢
者
等
が
タ
ク
シ
ー

を
利
用
す
る
際
の
助
成
制
度
が
打
ち
出

さ
れ
た
。
高
齢
者
の
外
出
支
援
の
促
進

を
図
る
た
め
、半
額
助
成
で
き
な
い
か
。

答
高
齢
者
等
に
タ
ク
シ
ー
券
を
販
売

す
る
計
画
を
し
て
い
る
。
実
証
実
験
的

な
意
味
合
も
含
め
、
割
引
率
２
割
と
い

う
条
件
で
事
業
を
開
始
し
た
い
。

問
電
車
で
通
学
す
る
高
校
生
に
対

し
、
電
車
定
期
代
の
一
部
を
補
助
す
る

考
え
は
な
い
か
伺
う
。

答
電
車
・
バ
ス
な
ど
の
公
共
交
通
機

関
の
利
用
、
自
転
車
、
家
族
の
送
迎
な

ど
、通
学
形
態
が
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、

助
成
の
範
囲
や
対
象
な
ど
、
整
合
性
を

考
慮
す
る
と
、
現
時
点
で
は
困
難
で
あ

る
と
考
え
る
。

問
農
業
人
口
の
減
少
と
高
齢
化
が
進

み
、
農
業
用
水
路
・
排
水
路
の
維
持
管

理
が
大
変
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
。
特
に
日
置
川
地
域
で
は
、
補
助
金

を
活
用
し
て
も
、
水
利
組
合
及
び
受
益

者
負
担
だ
け
で
は
難
し
い
現
状
が
あ

る
。
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

答
水
利
組
合
等
の
負
担
軽
減
の
た
め

に
、
過
疎
地
域
等
で
の
土
地
改
良
事
業

の
地
元
負
担
割
合
引
下
げ
や
、
農
業
用

揚
水
事
業
補
助
額
の
引
上
げ
を
検
討
し

て
い
る
。

行
財
政
改
革
に
お
け
る
子
育
て
支

援
・
高
齢
者
福
祉
施
策
の
展
望

問
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
も
あ
り
、

昨
今
の
町
財
政
は
非
常
に
厳
し
い
現
状

で
あ
る
と
聞
く
。
今
後
の
子
育
て
支
援

お
よ
び
高
齢
者
福
祉
施
策
の
充
実
を
願

産
年
齢
人
口
が
今
後
、

更
に
減
少
し
て
い
く
こ

と
は
、
避
け
て
通
る
こ

と
が
で
き
な
い
課
題
で

あ
り
、
引
き
続
き
「
行

政
改
革
取
組
方
針
」
に

基
づ
く
取
組
を
進
め
て

い
く
考
え
で
あ
る
。
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廣
ひろはた

畑 敏
と し お

雄 議員

高
齢
者
福
祉
の
前
進
の
た
め
に

補
聴
器
の
補
助
を

問
身
体
障
害
者
手
帳
取
得
の
70
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
中
度
、
軽
度
の
聴
覚
障
害

者
に
補
聴
器
の
補
助
が
で
き
な
い
か
。

高
齢
者
の
社
会
性
を
高
め
、
ひ
き
こ
も

り
が
ち
に
な
ら
ず
、
人
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め
に
ぜ
ひ
必
要

と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

答
現
在
、
難
聴
者
と
し
て
障
害
者
手

帳
が
交
付
さ
れ
た
方
を
対
象
に
、
補
聴

器
の
購
入
補
助
を
行
っ
て
い
る
。中
度
、

軽
度
の
聴
覚
障
害
者
へ
の
補
助
制
度
に

は
も
う
少
し
慎
重
な
議
論
が
必
要
と
考

え
る
。

こ
の
ほ
か
、「
国
保
の
均
等
割
の
子
ど

も
の
半
額
助
成
を
」、「
原
油
値
上
が
り

の
対
応
等
に
つ
い
て
」
な
ど
の
質
問
を

し
ま
し
た
。

　
　

答　
民
間
等
の
住
宅
環
境
も
加
味
し
、
整
備
を
検
討

　

問　
西
越
地
域
の
町
営
住
宅
の
整
備
方
針
は

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

（西越地域の町営住宅）

松
ま つ だ

田 剛
たけはる

治 議員

　
　

答　
来
庁
者
の
負
担
軽
減
に
向
け
、
検
討
を
進
め
る

　

問　
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
の
設
置
で
サ
ー
ビ
ス
向
上
を

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

問
経
年
劣
化
が
著
し
い
西
越
地
域
の

町
営
住
宅
を
ど
の
よ
う
に
さ
れ
る
の

か
、
町
の
考
え
に
つ
い
て
伺
う
。

答
他
の
公
営
住
宅
や
民
間
の
賃
貸
住

宅
の
入
居
状
況
等
を
鑑
み
、
今
後
の

ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
整
備
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

問
倒
壊
寸
前
の
空
家
住
宅
の
撤
去
等

が
適
正
に
行
わ
れ
ず
、
全
国
的
に
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
白
浜
町
で
も
住
民
要

望
な
ど
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
町
の

取
組
実
態
に
つ
い
て
伺
う
。

答
不
良
空
家
と
判
定
さ
れ
た
空
家
で

未
整
備
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
所
有
者
に
適
正
な
整
備
を
し
て
い

た
だ
く
よ
う
書
面
に
よ
る
通
知
や
訪
問

を
行
っ
て
い
る
。
今
後
も
、
適
正
な
空

家
対
策
の
実
施
に
向
け
、
根
気
強
く
取

り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

問
お
悔
や
み
と
い
っ
た
手
続
き
の
際

に
、
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
町
役
場
内

に
「
お
く
や
み
コ
ー
ナ
ー
」
の
設
置
お

よ
び
「
お
く
や
み
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の

配
布
に
つ
い
て
の
考
え
を
伺
う
。

答
現
在
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
は
設

置
で
き
て
い
な
い
が
、
届
出
手
続
き
が

複
数
の
課
に
ま
た
が
る
場
合
に
は
、
担

当
職
員
が
窓
口
に
出
向
い
て
応
対
す
る

な
ど
、
来
庁
者
が
極
力
庁
舎
内
を
移
動

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
て
い

る
。
ま
た
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
調
査
・
研
究
し
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
る
。

問
ワ
ン
フ
ロ
ア
に
関
連
窓
口
部
署
を

集
約
し
、
福
祉
総
合
窓
口
と
し
て
一
本

化
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る

が
、
町
の
考
え
に
つ
い
て
伺
う
。

答
福
祉
関
連
の
窓
口
は
、
本
庁
と
東

別
館
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
連
携
が
で

き
て
い
る
。
今
後
も
町
民
の
利
便
性
向

上
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

福
祉
・
人
権
学
習
に
つ
い
て

問
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
理
念
で
も
あ
る
持
続

可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
等
の
性
の
多
様
性
に
関
す
る
人
権

学
習
の
状
況
と
、
今
後
の
方
向
性
に
つ

い
て
伺
う
。

答
人
権
学
習
で
は
、
男
性
や
女
性
と

い
う
価
値
観
で
は
な
く
、
人
と
し
て
大

事
な
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

な
が
ら
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
や
思
い
を
認
め

合
え
る
学
校
作
り
と
、
悩
み
を
持
っ
た

児
童
生
徒
が
相
談
し
や
す
い
環
境
作
り

を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

（窓口一本化の必要性を問う
　役場東別館　福祉関連窓口）
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水
みずかみ

上 久
く み こ

美子 議員

　
　

答　
町
の
魅
力
・
価
値
を
創
出
し
、
世
界
に
発
信

　

問　
観
光
地
白
浜
の
新
た
な
町
づ
く
り
の
考
え
は

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

長
な が の

野 莊
そういち

一 議員

　
　

答　
送
迎
サ
ー
ビ
ス
の
早
期
実
現
に
向
け
取
り
組
む

　

問　
通
院
等
の
交
通
手
段
の
支
援
策
の
拡
充
に
つ
い
て

Q
R
コ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
月
下
旬
ま
で

問
コ
ロ
ナ
禍
収
束
の
見
通
し
が
つ
か

な
い
。
年
度
途
中
で
あ
る
が
、
観
光
地

と
し
て
、
財
政
見
通
し
と
地
域
の
特
性

を
生
か
し
、
思
い
切
っ
た
施
策
を
投
じ

た
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
期
待
す
る
。

町
の
考
え
は
。

答
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
観
光
産
業

は
、
都
市
的
な
観
光
拠
点
と
し
て
の
魅

力
と
、
海
、
山
、
川
の
豊
か
な
自
然
の

な
か
で
の
体
験
・
交
流
型
の
観
光
資
源

を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
。

　
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
、
こ
の

よ
う
な
特
色
を
最
大
限
に
生
か
し
、
連

携
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、更
な
る
魅
力・

価
値
を
創
出
し
、
全
国
的
に
も
、
世
界

的
に
も
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
。

国
内
で
頻
発
し
て
い
る
地
震

問
国
内
で
頻
発
し
て
い
る
地
震
に
つ

い
て
、
12
月
３
日
に
発
生
し
た
紀
伊
水

道
で
の
震
度
５
弱
の
揺
れ
に
、
南
海
ト

ラ
フ
の
前
兆
か
否
か
、
気
象
庁
と
専
門

家
の
見
解
が
違
い
不
安
で
あ
る
。
巨
大

地
震
対
策
と
町
の
危
機
管
理
の
見
解
、

地
震
対
策
に
お
け
る
現
状
と
進
捗
の
状

況
、
こ
れ
か
ら
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
町
の
課
題
に
つ
い
て
伺
う
。

答
い
つ
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
て

も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
あ
る
と
思
っ

て
お
り
、
避
難
路
の
見
直
し
な
ど
、
よ

り
き
め
細
か
な
防
災
減
災
対
策
を
講
じ

て
ま
い
り
た
い
。

ほ
か
、「
高
齢
者
の
入
浴
支
援
に
つ
い

て
」
質
問
し
ま
し
た
。

（津波ハザードマップ）

（白浜はまゆう病院　　　　
　　　　　シャトルバスバス停）

集
会
所
の
維
持
管
理
等
に
つ
い
て

問
平
成
18
年
に
新
白
浜
町
が
誕
生

し
、
15
年
が
経
過
す
る
が
、
集
会
所
の

維
持
管
理
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る

の
か
伺
う
。

答
集
会
所
等
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

は
、
地
元
自
治
会
の
活
動
拠
点
と
な
る

集
会
所
等
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者

制
度
を
活
用
し
、
日
常
的
な
維
持
管
理

問
現
在
の
通
院
支
援
策
は
、
白
浜
は

ま
ゆ
う
病
院
と
西
富
田
ク
リ
ニ
ッ
ク
の

間
を
走
る
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
と
、
病
院
周

辺
地
域
に
暮
ら
す
患
者
自
宅
か
ら
の

サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
て
い
る
が
、
椿
地

区
、
富
田
地
域
の
方
は
公
共
交
通
が
不

便
で
あ
り
、
バ
ス
停
ま
で
行
く
の
が
困

難
な
方
や
、
あ
る
い
は
、
家
族
等
に
よ

る
送
迎
が
困
難
な
方
な
ど
が
多
く
住
ん

で
い
る
。
通
院
等
の
交
通
手
段
の
支
援

策
に
つ
い
て
、
今
ま
で
病
院
と
ど
の
よ

う
な
協
議
を
さ
れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

答
病
院
へ
の
送
迎
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充

に
つ
き
ま
し
て
は
、
永
年
の
課
題
で
も

あ
り
、運
行
範
囲
や
利
用
形
態
、ま
た
、

送
迎
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
な
ど
の
検

討
を
進
め
、
送
迎
サ
ー
ビ
ス
が
早
期
に

実
現
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

を
地
元
自
治
会
に
お
い

て
行
っ
て
お
り
、
本
制

度
の
活
用
に
適
さ
な
い

集
会
所
等
に
つ
い
て

は
、
本
町
に
お
い
て
維

持
管
理
等
を
直
接
行
っ

て
い
る
。
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委　員　会　活　動

▷▷ 議員報酬等の特例に関する条例の制定

　委員会では、「議会議員としての職責に鑑み、長期欠席した場合に議員報酬等を減額する条例の制定が
必要である。」との委員会採決結果に基づき、長期欠席期間や減額割合について協議を行い、１２月定例
会において、条例案を提案、審議することに決定しました。
　その決定を受け、１２月２２日に開催した定例会４日目において、楠本委員長が委員会提出議案１件に
ついて提案説明を行い、採決の結果、発委第１６号は原案のとおり可決されました。
　○発委第１６号「白浜町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について」
　　採決結果：可決（全会一致）

条　例　概　要

　◆条例の内容
　　議員が公務上の災害等によらず、療養その他の理由により、町議会の会議等を欠席した場合、そ
　の期間に応じた議員報酬等の減額について規定。
　◆減額するとき
　　・療養その他の理由により長期欠席したとき
　　・刑事事件の被疑者または被告人として、その身体を拘束される処分を受けたとき
　◆条例の施行期日
　　令和４年３月２６日施行



　決算審査特別委員会は、１０月４日から７日までの４日間、委員会を開催し、令和２年度一
般会計および特別会計８件の決算を審査しました。以下に、総括意見を掲載します。

決算審査特別委員会審査報告書　総括意見

　令和２年度決算は、各種会計において、「第２次白浜町長期総合計画」をもとに「住みたい
、住み続けたい、住んでよかった」と感じられる、魅力あふれる「白浜町」を創造するため、
防災対策、生涯学習、観光振興、農林水産業振興、地域振興等々の諸施策に対して、また新型
コロナウイルス感染症対策について取り組まれている。
　今後の行政施策の取組においては、同計画をもとに、各種施策が展開されるものと思われる
が、社会情勢の動向等に注視しながら、限られた財源を効果的、効率的に活用した行財政運営
とともに、地域バランスや事業の優先順位などを十分考慮しながら、中長期的な見通しを立て
、事務事業の執行に取り組まれたい。
　歳入においては、人口減少に伴い町税収の伸びは期待できない状況にある中、令和２年度は
、新型コロナウイルス感染症による経済・景気への影響や、緊急経済対策における税制上の措
置が講じられたこともあり、自主財源の割合は約２８．５％にとどまっており、地方交付税や
国庫支出金等に歳入の多くを依存している状況である。今後依存財源の確保や行財政運営は、
極めて厳しくなっていくものと考える。よって、町税、国民健康保険税、各種使用料、手数料
等の未収金については、町財政の根幹である自主財源の低下を招くものであることから、公金
の徴収・収納に関しては、引続き各課の連携を密にして積極的な徴収業務を実施するとともに
、財源の確保と負担の公平性の観点からも、対策の強化に努められたい。
　歳出においては、財政の深刻度を示す財政健全化判断比率は、それぞれ前年度決算と同程
度である。財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は、前年度決算より
３.０％悪化し、令和２年度決算では９５.５％と依然として財政構造の硬直化が続いているこ
とを示しており、今後も厳しい財政運営を強いられることが予想される。
　こうした中、行政改革においては、財政再建、経費削減に努められ、民間活力を活用した、
行政事務等の民間委託やアウトソーシングなどにより、行政のスリム化、効率化が推進されて
おり、今後も多様化する住民ニーズに的確に対応するため、なお一層の合理化に努めるととも
に、経費支出の効率化に徹し、財政経営の健全化を図られたい。
　少子高齢化の進行等を背景として、児童生徒数の減少が続いている。学校規模の適正化の検
討は、様々な要素が絡む困難な課題であるが、児童生徒の教育条件の改善を考慮しつつ、保護
者や地域住民と共通理解を図りながら、総合的な観点から、学校の統廃合等について検討され
たい。
　複雑化・多様化する行政事務に対し、事務事業量に応じた適正な職員数を確保し、また適正
な事務処理が行える仕組みを構築することにより、住民から信頼される町政の実現を目指すと
ともに、職員にとって安心して働きやすい職場環境の実現を目指されたい。
　決算審査を行う意義は、「行政効果の客観的判断と、今後の改善や反省事項の把握と活用」
である。当委員会で出された意見を真摯に受け止め、次年度予算の編成・執行に生かされたい
。また、今後とも町民の福祉の向上や質の高い行政サービスの提供を行うなど、施策・事業の
計画的推進、重点化及び効果的な財源配分に努められたい。
　
　【委  員  長】　廣畑　敏雄　　　　　　     【副委員長】　堅田　府利
　【委　　員】　正木　秀男、　南　勝弥、　小森　一典、　松田　剛治

▷▷決算審査特別委員会審査報告書
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白浜町議会議員研修会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○開催日時：令和３年１０月１３日（水）１４時～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○開催場所：白浜町役場　委員会室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○研修内容：「町村議会における一般質問等について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月１３日、白浜町役場において、議会議員研修会を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催しました。研修会では、大正大学社会共生学部公共政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策学科教授・江藤俊昭氏を講師に迎え、一般質問の在り方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だけではなく、住民自治の根幹である議会の役割等につい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ても講演いただきました。　　　　　　　　　　　　　　

　和歌山県町村議会議長会　全議員研修会　
　○開催日時：令和３年１０月１日（金）１３時３０分～
　○開催場所：串本町文化センター
　○研修内容：「持続可能な開発目標（SDGs）を活かした
　　　　　　　まちづくり」
　　
　　　１０月１日、串本町文化センターにおいて、和歌山県町
　　村議会全議員研修会が開催されました。感染症拡大防止の
　　観点から、白浜町議会からは、和歌山県町村議会議長会副
　　会長の議長が参加しました。

　和歌山県町村議会議長会　委員長・副委員長研修会
　○開催日時：令和３年１０月２８日（木）１３時３０分～
　○開催場所：和歌山県自治会館
　○研修内容：「委員会の運営」

　　　１０月２８日、和歌山県自治会館において、委員長・副
　　委員長研修会が開催され、白浜町議会からは、常任委員会
　　委員長等３人の議員が参加しました。
　　　研修会では、全国町村議会議長会議事調査部・平野誠氏
　　を講師に迎え、講演をいただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 65 回町村議会議長会　全国大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○開催日時：令和３年１１月２６日（金）１２時～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○開催場所：明治記念館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１月２６日、明治記念館において、第６５回町村議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長会全国大会が開催され、白浜町議会からは、議長が参
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会では、感染症対策に関する要望や決議等について審
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議され、大会終了後には、早稲田大学公共経営大学院教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・片山善博氏による特別講演が行われました。
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▷▷町議会 ・町議会議長の主な動き （10月～ 12月）

18 日　
全員協議会
議員定数等検討特別委員会
富田川衛生施設組合議会

19 日　 田辺周辺広域市町村圏組合議会

26 日　 第 65 回町村議会議長会全国大会
（東京都）

30 日　 議会運営委員会

12 月 7 日　 第４回定例会第１日
全員協議会

16 日　 第４回定例会第２日
議会運営委員会

17 日　 第４回定例会第３日

21 日　 第４回定例会第４日
議会運営委員会

22 日　

第４回定例会第５日
議会運営委員会
全員協議会
議員定数等検討特別委員会
議会広報特別委員会
ジュニア駅伝白浜町結団式

23 日　 西牟婁郡町村議会議長会

27 日　 公立紀南病院組合議会（田辺市）

10 月 1 日　 和歌山県町村議会議長会　全議員
研修会 （串本町）

4 日　 決算審査特別委員会

5 日　 決算審査特別委員会

6 日　 決算審査特別委員会

7 日　 決算審査特別委員会

12 日　 議会運営委員会
全員協議会

13 日　 白浜町議会議員研修会
議会広報特別委員会

18 日　 公立紀南病院組合議会（田辺市）

20 日　 議会運営委員会
全員協議会

25 日　 和歌山県町村議会議長会　臨時正
副会長会議（和歌山市）

27 日　 令和３年第２回臨時会
全員協議会

28 日　 和歌山県町村議会議長会　委員長・
副委員長研修会（和歌山市）

30 日　 紀の国わかやま文化祭 2021 開会
式（和歌山市）

11 月 4 日　 大辺路衛生施設組合議会
（すさみ町）

11 日　 西牟婁郡町村議会議長会

12 日　 公立紀南病院組合決算特別委員会
（田辺市）

15 日　 西牟婁老人福祉施設組合　臨時議
会

16 日　 富田川治水組合議会（上富田町）

17 日　 リモート行政視察受入れ
（三重県熊野市議会）



町議会に関する情報は
「議会ホームページ」へ

日 月 火 水 木 金 土
1/30 31 2/1

 議会運営委員会
 10:00 ～

2 3 4 5

6 7 8
 第１日
 提案説明等
 10:00~

9
 （休会）
 ※委員会開催や
 議案調査のため

10 11 12

13 14 15 16 17
 第２日
 一般質問
 10:00~

18
 第３日
 一般質問
 10:00~

19
（休会）

20 21
予算審査
特別委員会

22
予算審査
特別委員会

23
（休会）

24
予算審査
特別委員会

25
（休会）

26

27 28
第４日
 議案審議
 10:00~

3/1
 第５日
 議案審議
 10:00~

2
 

3 4 5

2 月議会の日程は、2 月 1 日（火）開催予定の議会運営委員会で決定します。
詳細は、議会事務局（43-6591）までお問い合わせください。

開会日

閉会日

編 集 後 記

　議会広報特別委員会
　委 員 長　長野　莊一
　副委員長　堅田　府利
　委 員　廣畑　敏雄
　　 　 　　小森　一典
　　 　 　　溝口　耕太郎

発行：白浜町議会　　編集：議会広報特別委員会　　〒 649-2211　和歌山県西牟婁郡白浜町 1600 番地
TEL  ：0739-43-6591　　FAX：0739-43-5888　   　E-mail：gikai@town.shirahama.lg.jp　

次 回 日 程
次回定例会（2 月）の会期は、2 月 8 日（火）から 3 月 1 日（火）までの予定です。

　令和２年９月議会から、議会広報の一環
として一般質問の様子を FM ビーチステー
ションにて放送しております。（76.4MHz）
　多くの方に聞いてもらえるよう、また、
新型コロナウイルス感染症対策として議会
の傍聴をお控えになる方にかんがみまして、
限られた時間ではございますが、放送を始
めております。放送予定については、議会
のホームページ等でお知らせしていますの
で、是非聞いてみてください。

お 知 ら せ
　新年を迎えて初めての議会だよりの発行
となりました。町民の皆さまいかがお過ご
しでしょうか。昨年を振り返りますと、新
型コロナウイルス感染症の影響で地域経済
や町内の各種イベントが中止となり、「新
しい生活様式」が求められるようになりま
した。夏には、第５波となる新規陽性者数
が全国でピークとなりましたが、春からの
ワクチン接種によりその数も減少し、和歌
山県では、年末にかけて新規陽性者数のゼ
ロ日が続き、少しずつですが落ち着きを取
り戻してきました。また、子育て世代への
特別給付金の１０万円も１２月議会で可決
され、順次給付されているところでありま
す。インフルエンザも心配な季節ですが、
早く日常が戻ることを願います。（堅田）


